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１【提出理由】 

当社は、2026年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。 

 

２【報告内容】 

(1) 株主総会が開催された年月日 

2026年６月23日 

 

(2) 決議事項の内容 

＜会社提案＞ 

第１号議案 取締役12名選任の件 

取締役として、ベルナール デルマス、永井 素夫、アンドリュー ハウス、ブレンダ ハーヴィー、得能 摩利子、

小路 明善、真保 順一、ジョイ グリーンウェイ、ヴァレリー ランドン、ティモシー ライアン、イヴァン エスピ

ノーサ及び赤石 永一の12名を選任する。 

 

本件は、候補者永井 素夫氏を除く11名の候補者について可決され、候補者永井 素夫氏については否決されまし

た。 

 

第１号議案に対する修正動議 

株主より、上記原案に対し、候補者得能 摩利子氏に代えてカルロス ゴーン氏を取締役として選任する旨の修正

動議が提出された。 

 

＜株主提案＞ 

第２号議案 定款一部変更の件（決議の方法に関する規定の新設） 

 本件は否決されました。 
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果 

＜会社提案＞ 

決議事項 
賛成数 
(個) 

反対数 
(個) 

棄権数 
(個) 

可決要件 
決議の結果及び 

賛成割合 
(％) 

第１号議案 
取締役12名選任の件 

   

(注)１ 
 

(注)２ 

  

ベルナール デルマス 27,220,935 997,163 346 可決 96.28 

永井 素夫 13,662,643 9,147,931 5,407,826 否決 48.33 

アンドリュー ハウス 27,089,624 1,128,462 346 可決 95.82 

ブレンダ ハーヴィー 27,188,929 1,029,121 346 可決 96.17 

得能 摩利子 27,731,357 486,731 346 可決 98.09 

小路 明善 27,762,766 455,321 346 可決 98.20 

真保 順一 20,847,801 1,962,789 5,407,826 可決 73.74 

ジョイ グリーンウェ
イ 

27,798,363 419,723 346 可決 98.33 

ヴァレリー ランドン 27,337,574 880,505 346 可決 96.70 

ティモシー ライアン 27,687,593 530,460 346 可決 97.94 

イヴァン 
エスピノーサ 

26,646,116 1,571,958 346 可決 94.25 

赤石 永一 27,745,895 472,179 346 可決 98.14 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成による。 

     ２．候補者得能 摩利子氏に関する原案が会社法上適法に可決され、原案に対する修正動議は成立する余地がなく

否決されたものとして取り扱ったため、本修正動議に関する議決権の数は集計していない。 
 

 

＜株主提案＞ 

決議事項 
賛成数 
(個) 

反対数 
(個) 

棄権数 
(個) 

可決要件 
決議の結果及び 

賛成割合 
(％) 

第２号議案 
定 款 一 部 変 更 の 件
（決議の方法に関す
る規定の新設） 

8,980,444 12,343,291 6,933,611 (注)１ 否決 31.72% 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の

賛成による。 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決

議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない

議決権数は加算しておりません。 

 

以上 


